
デザイン戦略と知的財産権の実際デザイン戦略と知的財産権の実際

znug design, inc. 取締役根津孝太



znug design, inc. 取締役･デザイナー根津孝太
1992 千葉大学工学部工業意匠学科卒業

トヨタ自動車入社 代表作：愛･地球博 i-unit 

2005 znug design（ツナグデザイン）設立

自動車など工業製品のコンセプト企画とデザイン

ミラノサローネ、100%デザインなどで作品発表

グッドデザイン賞、ドイツ iF デザイン賞など受賞



淺野雄一郎さんへの感謝をこめて

私の大学時代の同期で 特許庁にお勤めでしたが私の大学時代の同期で、特許庁にお勤めでしたが、

2011年2月にお亡くなりになりました。2011年2月にお亡くなりになりました。

出願の方法などいろいろと親切に教えていただき、

ほんとうにお世話になりました。

心よりご冥福をお祈りいたします心よりご冥福をお祈りいたします。





デザイン事務所にとっての知的財産権って？

「投資」という観点が重要

創作したものをまもる（ことに意識的になる）・創作したものをまもる（ことに意識的になる）

・ビジネスをまもる（ことに意識的になる）ビジネスをまもる（ことに意識的になる）

・出願･登録料はどんどん安くなっている！

自分でできることは自分でやる→ 自分でできることは自分でやる

（同じコストでたくさんの効果を得る）（同じコストでたくさんの効果を得る）



権利化にかかるコスト (書類自作の場合)

意匠意匠

出願：¥16,000

登録：¥25,500 (３年分)

商標商標

出願：¥12,000 (3,400 + 8,600 x 区分数)

登録：¥37,600 (10年分)



権利化にかかるコスト (書類自作の場合)

特許

出願：¥15,000

審査：¥172 600 (¥168 600 4000 請求項数）審査：¥172,600 (¥168,600 + 4000 x 請求項数）

登録：¥7,500 (¥2,300 + 200 x 請求項数,３年分)登録 ¥7,500 (¥2,300 + 200 x 請求項数,３年分)

実用新案（無審査）

出願：¥14 000出願：¥14,000

登録： ¥6,600 (¥2,100 + 100 x 請求項数,３年分)登録 ¥6,600 (¥2,100 + 100 x 請求項数,３年分) 



なんで知的財産権に興味を持ったのか？なんで知的財産権に興味を持ったのか？



知的財産権への興味

・学生時代の卒業研究で独学で出願

（特許で楽をしてもうけよう！と思 た (笑) ）（特許で楽をしてもうけよう！と思った (笑) ）

・トヨタ自動車時代のコンセプトカー関連出願トヨタ自動車時代のコンセプトカ 関連出願

（出願件数部で一位、弁理士さんとの協業）

・独立後の出願での経験

（人任せではダメかもしれない！）（人任せではダメかもしれない！）



学生時代の卒業研究で独学で出願

図書館の資料で参考資料を集めて独学図書館の資料で参考資料を集めて独学

（いまよりずっと手間がかかった）

独特の「くどすぎる」いいまわしに辟易

・トヨタ･ホンダなど大手自動車メーカの願書・トヨタ･ホンダなど大手自動車メ カの願書

・権利取得に積極的な中小企業の願書

・乗り物を中心に様々な分野のスマートな願書

















トヨタ自動車時代のコンセプトカー関連出願

コンセプトカーは特許の宝庫

弁理士さんとの協業で多数出願

・車両のシステム関連・車両のシステム関連

・ビジネスモデル特許



































独立後の出願での経験

特許事務所にお願いすると…？特許事務所にお願いすると…？

・図面はほとんど自分で描いたのに…？

・意匠登録で ¥192,385 ( / 1件) 

出願料 ¥16 000･登録料 ¥25 500を除くと ¥150 885出願料 ¥16,000･登録料 ¥25,500 を除くと ¥150,885

→ 自分で出願すると同じコストで 4.6倍出願できる







独立後の出願での経験

クライアントまかせにしておくと？

・いつのまにか出願、社名も住所も間違っている！いつのまにか出願、社名も住所も間違っている！

（訂正するには再出願と言われて断念）

願書のチ クは積極的に！→ 願書のチェックは積極的に！



・znug design → ツナッグデザイン

・住所が昔のまま！



なんでも自分でやってみる！なんでも自分でやってみる！



特許庁関連のシステム・ウェブを活用！

なんでも自分でやってみる！の味方

・特許庁ホームページ特許庁ホ ムペ ジ

・IPDL 特許電子図書館

（独立行政法人工業所有権情報・研修館）

インタ ネ ト出願ソフト（特許庁）・インターネット出願ソフト（特許庁）



特許庁ホームページ

出願方法などがわからない時はまずはここから！出願方法などがわからない時はまずはここから！

・手続き手順

・出願書類フォーマット

・出願費用・出願費用

・知的財産権に関する最新情報

・中小企業向け割引情報！



特許庁ホームページ



IPDL 特許電子図書館

先願調査（同じものが出ていないか？の調査）は

まずはここから！まずはここから！

完璧な調査は不可能、「明らかにダメ」を排除完璧な調査は不可能、 明らかにダメ」を排除

・特許、実用新案、意匠、商標

テキストベ スで似ているアイデアを検索・テキストベースで似ているアイデアを検索



IPDL 特許電子図書館



IPDL 特許電子図書館（意匠検索）



IPDL 特許電子図書館（商標検索）



インターネット出願ソフト

プロ用と思われがちだが、実はシロウトの味方

出願フ マ トも用意されて 非常に簡単！・出願フォーマットも用意されて、非常に簡単！

（HTMLを編集するソフトは別途必要）（HTMLを編集するソフトは別途必要）

・電子化料金にさようなら！

（振替番号を取得すればさらに便利）

夜中でも早朝でもいつでも出願できる！・夜中でも早朝でもいつでも出願できる！

（電子証明書の取得が必要）（電子証明書の取得が必要）



インターネット出願ソフト





実例紹介実例紹介



自社の商標登録自社の商標登録



自社の商標登録

知らない人が同じ社名で変なビジネスを ？知らない人が同じ社名で変なビジネスを…？

などということにならないためになどということにならないために

・会社の登記だけでは不十分！



いろいろと悩みます…

【商品及び役務】の範囲・【商品及び役務】の範囲（自分の仕事以外のものも登録？）

・どっちが権利が広い？（カラーvs 白黒 標準文字 vs 特殊文字）どっちが権利が広い？（カラ vs 白黒 標準文字 vs 特殊文字）

・読み方は誰が決めるの？（読みを２段併記する？）

諸説ありますが 基本的には「ほんとうに使う→ 諸説ありますが、基本的には「ほんとうに使う

ものを出願」と思えは迷わないものを出願」と思えは迷わない









いろいろとやらかしました…いろいろとやらかしました…

・2度の拒絶理由通知（ケアレスミス）

・2度の手続補正書

・そして 2度の電子化料金支払い・そして 2度の電子化料金支払い

→ こんなことなら電子出願してやる！













結局、いろんな読み方が追加されてた



新マークも申請中！

・カラーにしてみたカラ にしてみた

・自社の先願マークと類似？



ZMP Robocar-ZZMP Robocar Z



クライアントと共同で出願する

クライアントへの積極的な働きかけクライアントへの積極的な働きかけ

・「クライアントの」権利意識を高める

・共同名義 (連名) で出願

（出願人か？発明者か？誰が書類を作成･提出？）（出願人か？発明者か？誰が書類を作成･提出？）

・権利と費用の分配をどうするか？

（別途、契約書などで規定、投資と回収）





「感じて・考える」クルマのカタチ

「感じて」

・・・
「考える」



センサーの帯を設定、周囲を感じるという意思表示

拡張性・発展性を予感させる効果







これまでのクルマの擬人化の例これまでのクルマの擬人化の例

ライトが目 窓が目 タイヤが脚



工業デザイン手法のキャラクターデザイン
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

工業デザイン手法のキャラクタ デザイン

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。



model - phase 1



model - phase 2







作成したCGでそのまま意匠出願







原田車両設計
カラクリトウロウカラクリトウロウ



原田車両設計カラクリトウロウ

トヨタから設計や試作を受注する会社トヨタから設計や試作を受注する会社

トヨタショック後の自発的な取り組みトヨタショック後の自発的な取り組み

・自発的な取り組みこそ権利意識を持って











粉体造形機による 体造形粉体造形機による一体造形



2009年10月 名古屋黒紋付染の

伝統工芸師中村修氏による染色伝統工芸師中村修氏による染色













【書類名】 意 登録

意匠出願
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 ＺＮＵＧ－０９００５
【あて先】 特許庁長官殿
【意匠に係る物品】 照明器具
【意匠 創作をした者】【意匠の創作をした者】
【住所又は居所】 東京都杉並区善福寺三丁目２２番１０号 有限会社ｚｎｕｇｄｅｓｉｇｎ内
【氏名】 根津 孝太

【意匠登録出願人】
【識別番号】 ０ ３１２４８２【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【住所又は居所】 東京都杉並区善福寺三丁目２２番１０号
【代表者】 根津 孝太

【意匠登録出願人】【意匠登録出願人】
【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社
【住所又は居所】 愛知県西加茂郡三好町大字三好字中島２４番地 中島ビル
【代表者】 原田 久光

【手数料の表示】【手数料の表示】
【振替番号】 ＸＸＸＸＸＸＸＸ
【納付金額】 １６０００

【提出物件の目録】
【物件名】 図面 １【物件名】 図面 １

【意匠に係る物品の説明】本物品は、花弁形状の歯車を備えたことを特徴とする灯篭型の照明器具であり、
本物品上部の球形部分が内蔵のモータによって回転することにより、本物品下部の歯車と、本物品上部に
回転自在に取り付けられた前記花弁形状の歯車がかみ合って、前記花弁形状の歯車が回転するしくみに
な ているなっている。



【書類名】【書類名】 図面
【正面図】 【平面図】

【背面図】 【底面図】

【右側面図】
【使用状態を示す参考図】

【左側面図】



【書類名】

手続補正
【書類名】 図面
【正面図】 【平面図】

【背面図】 【底面図】

【右側面図】
【使用状態を示す参考図】

【左側面図】





【書類名】 商標登録

商標出願
【書類名】 商標登録願
【整理番号】 ＺＮＵＧ－０９００６
【あて先】 特許庁長官殿
【商標登録を受けようとする商標】

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第１１類】【第１１類】
【指定商品（指定役務）】 電球類及び照明用器具，家庭用電熱用品類
【商標登録出願人】
【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｄ ｉ【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【代表者】 根津 孝太
【商標登録出願人】
【住所又は居所】 愛知県西加茂郡三好町大字三好字中島２４番地 中島ビル
【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社【氏名又は名称】 原田車両設計株式会社
【代表者】 原田 久光
【手数料の表示】
【振替番号】 ＸＸＸＸＸＸＸＸ
【納付金額】 １２０００【納付金額】 １２０００





URL取得も商標取得に類似URL取得も商標取得に類似

www.karakuri-toro.com

・似ている名前はないか？・似ている名前はないか？

( ≒ 似ているものはないか？)

・変な意味はないか？











中日新聞 (‘09/10/30)

毎日新聞 (‘10/1/4) 



テレビ東京 ワールドビジネスサテライト
トレンドたまご (‘09/11/12)



Auto Staff SUEHIRO OuroborosAuto Staff SUEHIRO Ouroboros



オートスタッフ末広Ouroboros (ウロボロス)

千葉県のバイクショップオートスタッフ末広との

共同プロジェクト

カスタム サイドカ など合法改造にこだわりカスタム、サイドカーなど合法改造にこだわり

・商品化前提→ 権利化は絶対必要

・実用新案 (製作方法) : オートスタッフ末広

意匠 商標 d i・意匠･商標 : znug design

（商標登録ではまたドラマが…）（商標登録ではまたドラマが ）











































実用新案出願（オートスタッフ末広）





意匠出願













商標出願

名称をMEDUSA に決定、ロゴも制作、いよいよ出願



タッチの差で出願されていた！

(111) 【登録番号】 第５２５２１７７号
(151) 【登録日】 平成２１年（２００９）７月３１日
(210) 【出願番号】 商願２００９－１４７８３( )
(220) 【出願日】 平成２１年（２００９）２月１８日

【先願権発生日】 平成２１年（２００９）２月１８日
【最終処分日】
【最終処分種別】【最終処分種別】
【出願種別】
【商標（検索用）】 ＭＥＤＵＳＡ

(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 メドゥサ，メドゥーサ，メデューサ
(531) 【ウィーン図形分類】
(732) 【権利者】

【氏名又は名称】 株式会社イリスインターナショナル【氏名又は名称】 株式会社イリスインターナショナル
【類似群】 12A05
【国際分類版表示】 第９版

(500) 【区分数】 １
(511) (512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
１２ 自動車並びにその部品及び付属品



Ouroboros に名称変更、ロゴも再制作、再度トライ



他の商品及び役務の区分では先願があるが…















権利を持っていればこその成果？



691236 時間のわかる日傘691236 時間のわかる日傘



691236 時間のわかる日傘

初の自社製品（成り行き）

・商品化前提→権利化は絶対必要商品化前提  権利化は絶対必要

・製品の特性上、意匠登録では意味がないと考え、

実用新案を出願

商標登録ではまたまたドラマが・商標登録ではまたまたドラマが…































実用新案出願

【書類名】 実用新案登録願
【整理番号】 ＺＮＵＧ－０９００２
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 ／【国際特許分類】 Ａ４５Ｂ １７／００
【考案者】
【住所又は居所】 東京都杉並区善福寺三丁目２２番１０号 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉ

ｇｎ 内
【氏名】 根津 孝太【氏名】 根津 孝太

【実用新案登録出願人】
【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【代表者】 根津 孝太【代表者】 根津 孝太

【納付年分】 第１年分から第３年分
【手数料の表示】
【振替番号】 ＸＸＸＸＸＸＸＸ
【納付金額】 ２０６００【納付金額】 ２０６００

【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 １
【物件名】 実用新案登録請求の範囲 １
【物件名】 要約書 １【物件名】 要約書 １
【物件名】 図面 １

【書類名】明細書
【考案の名称】日傘



【技術分野】【技術分野】
【０００１】
本考案は、太陽の位置によって、大まかに季節と時刻を知ることができる日傘に関するものである。
【背景技術】
【０００２】【０００２】
日傘は強い日差しを避けるために利用されている。日傘の傘布に印刷などの手法によってほどこされた
模様は、利用者の趣向にあわせて数多くの意匠が存在するが、特に実用上の意味を持っていない。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
解決しようとする問題点は、日傘の傘布にほどこされた模様が実用上の意味を持っていないという点で
ある。
【課題を解決するための手段】 ＼(－－;) そんなこと誰も困ってないし！【課題を解決するための手段】
【０００４】
本考案は、日傘に方位磁針を備え、傘布を通して見える太陽の位置によって大まかに季節と時刻を知る
ことができる表示を傘布にほどこしたことを最も主要な特徴とする。
【考案の効果】

＼(－－;) そんなこと誰も困ってないし！

【考案の効果】
【０００５】
本考案の日傘は、方位磁針を備え、日傘を方位磁針に従って適切な方向に向けることを可能にするとと
もに、傘布を通して見える太陽の位置によって大まかに季節と時刻を知ることができる表示を傘布にほど
こしてあるため、傘布の模様に実用上の意味を持たせることができるという利点がある。こしてあるため、傘布の模様に実用上の意味を持たせることができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は日傘の外観図である。（実施例１）
【図２】図２は日傘の持ち手部分の外観図である。（実施例１）【図２】図２は日傘の持ち手部分の外観図である。（実施例１）
【図３】図３は日傘の傘布の外観図である。（実施例１）



【考案を実施するための形態】
【０００７】
日傘に方位磁針を備え、傘布を通して見える太陽の位置によって大まかに季節と時刻を知ることができ
る表示を傘布にほどこした。る表示を傘布にほどこした。
【実施例１】
【０００８】
図１は、本考案の１実施例の外観図であって、１は傘布、２は持ち手、３は方位磁針、Ｌ１は午前６時
を示す表示、Ｌ２は午前９時を示す表示、Ｌ３は正午を示す表示、Ｌ４は午後３時を示す表示、Ｌ５は午を示す表示、Ｌ２は午前９時を示す表示、Ｌ３は正午を示す表示、Ｌ４は午後３時を示す表示、Ｌ５は午
後６時を示す表示、Ｌａは夏至の日の太陽の動きを示す表示、Ｌｂは春分及び秋分の日の太陽の動きを示
す表示、Ｌｃは冬至の日の太陽の動きを示す表示である。
【０００９】
図２は、本考案の１実施例の持ち手部分の外観図であって、２、３は図１と同様である。図２は、本考案の１実施例の持ち手部分の外観図であって、２、３は図１と同様である。
【００１０】
図３は、本考案の１実施例の傘布の外観図であって、１、Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌａ、Ｌｂ、
Ｌｃは図１と同様である。
【００１１】【００１１】
日傘の持ち手２に方位磁針３を備え、日傘を方位磁針３に従って適切な方向に向けることを可能にする
とともに、傘布１を通して見える太陽の位置によって大まかに季節を知ることができる表示Ｌａ、Ｌｂ、
Ｌｃと、大まかに時刻を知ることができる表示Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５を傘布にほどこしたので、
日傘の模様に実用上の意味を持たせることができる。日傘の模様に実用上の意味を持たせることができる。
【実施例２】
【００１２】
方位磁針を持ち手と別体とし、持ち手部分からひもなどでつりさげることによって備える。



【符号の説明】【符号の説明】
【００１３】
１ 傘布
２ 持ち手
３ 方位磁針３ 方位磁針
Ｌ１ 午前６時を示す表示
Ｌ２ 午前９時を示す表示
Ｌ３ 正午を示す表示
Ｌ４ 午後３時を示す表示Ｌ４ 午後３時を示す表示
Ｌ５ 午後６時を示す表示
Ｌａ 夏至の日の太陽の動きを示す表示
Ｌｂ 春分及び秋分の日の太陽の動きを示す表示
Ｌｃ 冬至の日の太陽の動きを示す表示Ｌｃ 冬至の日の太陽の動きを示す表示
【書類名】実用新案登録請求の範囲
【請求項１】
方位磁針を備え、傘布を通して見える太陽の位置によって大まかに季節と時刻を知ることができる表示
を傘布にほどこしたことを特徴とする日傘。を傘布にほどこしたことを特徴とする日傘。
【書類名】要約書
【要約】
【課題】日傘の傘布にほどこされた模様に実用上の意味を持たせる。
【解決手段】日傘の持ち手２に方位磁針３を備え、日傘を方位磁針３に従って適切な方向に向けることを【解決手段】日傘の持ち手２に方位磁針３を備え、日傘を方位磁針３に従って適切な方向に向けることを
可能にするとともに、傘布１を通して見える太陽の位置によって大まかに季節を知ることができる表示Ｌ
ａ、Ｌｂ、Ｌｃと、大まかに時刻を知ることができる表示Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５を傘布にほどこ
す。
【選択図】図１【選択図】図１



【書類名】図面【書類名】図面
【図２】【図１】

【図３】





商標出願

名称をhiyori に決定、ロゴを制作、出願



先願があるのは知っていたが、「類似の役務」と

いうことまで考えていなかった

（先願はカバンなどを取り扱う小売店）（先願はカバンなどを取り扱う小売店）





691236 という名称で商標再出願





意見書

意見書を提出（まだ返事はいただいていません！）

【書類名】 意見書
【あて先】 特許庁審査官殿
【事件の表示】【事件の表示】
【出願番号】 商願２０１０－０４１５０９
【商標登録出願人】
【識別番号】 ５０７３１２４８２
【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ【氏名又は名称】 有限会社 ｚｎｕｇ ｄｅｓｉｇｎ
【代表者】 根津 孝太
【発送番号】 １３４４３０
【意見の内容】
この商標登録出願に係る商標「６９１２３６」は、実用新案登録第３１５１４７６号の発明に係る製品のこの商標登録出願に係る商標「６９１２３６」は、実用新案登録第３１５１４７６号の発明に係る製品の
ためのものであり、「６９１２３６」は単なる数字の羅列ではなく、この製品の特徴を表す時刻表示、す
なわち、午前６時、午前９時、正午１２時、午後３時、午後６時に由来するものであるから、平成２２年
１０月１日付の拒絶理由通知書により指摘された拒絶理由に該当しない。











長時間のご清聴ありがとうございました！

日本をものづくりでもりあげましょう！日本をものづくりでもりあげましょう！

（いろいろとドラマはありますが…）（いろいろとドラマはありますが…）


